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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのユーザ機器に通信サービスを提供している無線アクセス・ネットワー
クにおけるページングの方法であって、前記ネットワークおよび前記ユーザ機器は不連続
受信をサポートしており、ページング・メッセージのために使用するサブ・フレーム（３
００）は制御部分（３０１）とデータ部分（３０２）とを含み、該方法は、
　第１のサブ・フレームのデータ部分内でページング・メッセージを送信するステップ（
５０１）と、
　前記第１のサブ・フレームのデータレートが全てのページング・メッセージを送信する
のに不十分な場合、該第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームのデータ部分内で
更なるページング・メッセージを送信するステップ（５０２）と、
　前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきか
否かを前記第１のサブ・フレーム内のインジケータによって指し示すステップ（５０３）
と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記インジケータは、前記制御部分の少なくとも１ビットを含むことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記インジケータは、ページング無線ネットワーク一時識別子（Ｐ－ＲＮＴＩ）である
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ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記インジケータは、前記第１のサブ・フレームおよび前記後続するサブ・フレームの
双方がページング・メッセージを含むことを特定する代替Ｐ－ＲＮＴＩであることを特徴
とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記インジケータは、前記データ部分の少なくとも１ビットを含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　無線アクセス・ネットワークのユーザ機器におけるページングの方法であって、前記ユ
ーザ機器および前記ネットワークは不連続受信をサポートしており、ページング・メッセ
ージのために使用するサブ・フレーム（３００）は制御部分（３０１）とデータ部分（３
０２）とを含み、該方法は、
　データ部分内のページング・メッセージと、第１のサブ・フレームに後続するサブ・フ
レームの制御部分が復号化されるべきか否かを示すインジケータと、を含む前記第１のサ
ブ・フレームを受信するステップ（６０１）と、
　前記インジケータを復号化するステップ（６０２）と、
　前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきで
あることを前記インジケータが示す場合、前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フ
レームの制御部分を受信し復号化するステップ（６０３）と、
　前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきで
ないことを前記インジケータが示す場合、スリープ・モードに移行するステップ（６０４
）と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記インジケータは、前記制御部分の少なくとも１ビットを含むことを特徴とする請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記インジケータは、ページング無線ネットワーク一時識別子（Ｐ－ＲＮＴＩ）である
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記インジケータは、前記第１のサブ・フレームおよび前記後続するサブ・フレームの
双方がページング・メッセージを含むことを特定する代替Ｐ－ＲＮＴＩであることを特徴
とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記インジケータは、前記データ部分の少なくとも１ビットを含むことを特徴とする請
求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも１つのユーザ機器に通信サービスを提供している無線アクセス・ネットワー
クのネットワーク・ノード（７０２）であって、前記ネットワークおよび前記ユーザ機器
は不連続受信をサポートしており、ページング・メッセージのために使用するサブ・フレ
ーム（３００）は制御部分（３０１）とデータ部分（３０２）とを含み、該ネットワーク
・ノードは、
　第１のサブ・フレームのデータ部分内でページング・メッセージを送信する手段（７０
２ａ）と、
　前記第１のサブ・フレームのデータレートが全てのページング・メッセージを送信する
のに不十分な場合、該第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームのデータ部分内で
更なるページング・メッセージを送信する手段（７０２ｂ）と、
　前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきか
否かを前記第１のサブ・フレーム内のインジケータ（７０３）によって指し示す手段（７
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０２ｃ）と、
を含むことを特徴とするネットワーク・ノード。
【請求項１２】
　前記インジケータ（７０３）は、前記制御部分の少なくとも１ビットを含むことを特徴
とする請求項１１に記載のネットワーク・ノード。
【請求項１３】
　前記インジケータ（７０３）は、ページング無線ネットワーク一時識別子（Ｐ－ＲＮＴ
Ｉ）であることを特徴とする請求項１２に記載のネットワーク・ノード。
【請求項１４】
　前記インジケータ（７０３）は、前記第１のサブ・フレームおよび前記後続するサブ・
フレームの双方がページング・メッセージを含むことを特定する代替Ｐ－ＲＮＴＩである
ことを特徴とする請求項１２に記載のネットワーク・ノード。
【請求項１５】
　前記インジケータ（７０３）は、前記データ部分の少なくとも１ビットを含むことを特
徴とする請求項１１に記載のネットワーク・ノード。
【請求項１６】
　無線アクセス・ネットワークのユーザ機器であって、前記ユーザ機器および前記ネット
ワークは不連続受信をサポートしており、ページング・メッセージのために使用するサブ
・フレーム（３００）は制御部分（３０１）とデータ部分（３０２）とを含み、該ユーザ
機器は、
　データ部分内のページング・メッセージと、第１のサブ・フレームに後続するサブ・フ
レームの制御部分が復号化されるべきか否かを示すインジケータ（７０３）と、を含む前
記第１のサブ・フレームを受信する手段（７０１ａ）と、
　前記インジケータ（７０３）を復号化する手段（７０１ｂ）と、
　前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきで
あることを前記インジケータ（７０３）が示す場合、前記第１のサブ・フレームに後続す
るサブ・フレームの制御部分を受信し復号化する手段（７０１ｃ）と、
　前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきで
ないことを前記インジケータ（７０３）が示す場合、スリープ・モードに移行する手段（
７０１ｄ）と、
を含むことを特徴とするユーザ機器。
【請求項１７】
　前記インジケータ（７０３）は、前記制御部分の少なくとも１ビットを含むことを特徴
とする請求項１６に記載のユーザ機器。
【請求項１８】
　前記インジケータ（７０３）は、ページング無線ネットワーク一時識別子（Ｐ－ＲＮＴ
Ｉ）であることを特徴とする請求項１７に記載のユーザ機器。
【請求項１９】
　前記インジケータ（７０３）は、前記第１のサブ・フレームおよび前記後続するサブ・
フレームの双方がページング・メッセージを含むことを特定する代替Ｐ－ＲＮＴＩである
ことを特徴とする請求項１７に記載のユーザ機器。
【請求項２０】
　前記インジケータ（７０３）は、前記データ部分の少なくとも１ビットを含むことを特
徴とする請求項１６に記載のユーザ機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムの方法および装置に関し、特に、不連続受信（ＤＲＸ）を
適用するページング・ユーザ機器の方法および装置に関するものである。
【背景技術】



(4) JP 5308446 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

【０００２】
　ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）はＧＳＭに代わるように設計された第３世
代移動通信技術のうちの１つである。３ＧＰＰ・ロングターム・エボリューション（ＬＴ
Ｅ）は、より高いデータレート、改良された効率、低減されたコストその他のような改良
されたサービスに関する将来の必要条件に対処するための、ＵＭＴＳ標準を改良する第３
世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）内のプロジェクトである。ＵＭＴＳ地
上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）は、ＵＭＴＳシステムの無線ネットワークで
あり、エボルブドＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）は、ＬＴＥシステムの無線ネットワーク
である。Ｅ－ＵＴＲＡＮの無線基地局は、エボルブドノードＢ（ｅＮＢ）と呼ばれる。
【０００３】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、概して、図１に示すように、無線基地局１３０ａ－ｃに無線で接続
したユーザ機器（ＵＥ）１５０を備えている。無線基地局１３０ａ―ｃはコアネットワー
ク（ＣＮ）１００に直接接続している。加えて、無線基地局は、互いに接続接続されてい
る。対照的に、ＵＴＲＡＮでは、無線基地局は無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）を介
してＣＮに接続しており、各ＲＮＣは接続された無線基地局を管理する。
【０００４】
　不連続受信（ＤＲＸ）は、ＵＥの電源消費を低減可能にするために、無線通信システム
（例えばＬＴＥ）において使用される方法である。例えば、アイドル・モードにおいて、
ＵＥおよびネットワークは、データ送信がどのようにどのフェーズで発生するかに関する
同じ情報を有するという観点から調整される。これは、他のフェーズの間（データ送信が
発生しないとき）ＵＥの受信機能性がスイッチ・オフされ低電力状態（以下ではスリープ
・モードと呼ぶ）に移行することができることを意味する。図２は、ＵＥ受信機がサブ・
フレームを受信するためにページング原因２０１として公知の短周期に起こる期間（各Ｄ
ＲＸサイクル２０２に１回）の間にウェイクアップするのみであることを示す。これらの
ページング原因の間、ＵＥはサブ・フレームのページング・メッセージを確認する。
【０００５】
　図３は、Ｅ－ＵＴＲＡＮで定義される基本的なダウンリンク・サブ・フレーム構造を示
す。１ｍｓの長さの各サブ・フレーム３００は、２つの部分から構成される：物理ダウン
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が送信される制御部分３０１、および、ダウンリンク
共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）が送信されるデータ部分３０２。アクティブモードの場合
、各ＰＤＣＣＨは概して制御情報を単一のＵＥへ送信する。この制御情報は、どのように
ダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）上の対応する情報を受信し復号化するべきか
についてＵＥに知らせる。ＰＤＣＣＨが向けられるＵＥがどれであるかは、ＰＤＣＣＨに
含まれる無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）によって示される。
【０００６】
　制御およびデータ・フィールドを有するサブ・フレーム構造は、また、ページングのた
めに使用されるとみなされるが、１つの違いはページング・メッセージを含むサブ・フレ
ームは複数のＵＥに向けられ得るということである。ページング原因の間（すなわちスリ
ープ・モードまたはＤＲＸサイクル）の時間は、概して多数のサブ・フレーム（例えば３
２０個のサブ・フレームまたは３２０個のサブ・フレームの倍数）にわたる。ＵＥがウェ
イクアップしているとき、最初にサブ・フレームの制御部分を受信し復号化する。制御部
分の複数のＰＤＣＣＨのうちの１つが、サブ・フレームのデータ部分が１以上のページン
グ・メッセージを含むことを示すインジケータを含む場合、ＵＥはページング・メッセー
ジのうちの１つが特定のＵＥに向けられているか否かを知るために、データ部分のＤＬ－
ＳＣＨを受信し復号化し続ける。制御部分のインジケータは特定ＲＮＴＩと記述され得、
それはページングＲＮＴＩ（Ｐ－ＲＮＴＩ）と称され得る。Ｐ－ＲＮＴＩは、このように
、読みこむページング・メッセージがあることをページング原因がアドレスされる全ての
ＵＥに対して指し示すだけであり、当該ページング・メッセージがどのＵＥに向けられて
いるかについて何も示さない。ＵＥが、データ部分のページング・メッセージが自身に向
かっていないと決定する場合、再びスリープ・モードに戻ることができる。Ｐ－ＲＮＴＩ
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がサブ・フレームの制御部分に存在しない場合、ＵＥは、制御部分を復号化すると直ちに
スリープ・モードに戻ることができる。すなわち、ＵＥは、サブ・フレームのデータ部分
を読み込む必要はない。
【０００７】
　ページング・メッセージはセル内の全てのＵＥに到達することを必要とするため、ペー
ジングはシステムに対し容量を要求する。ページング・メッセージの送信は、同一のペー
ジング原因をリッスンする全てのＵＥにアドレスされているので、特定のＵＥに適するこ
とはできず、最悪の場合では、ＵＥはセル境界に近くに存在し無線基地局（例えばＥ－Ｕ
ＴＲＡＮのｅＮＢ）から距離をおいて配置され得る。全てのＵＥに届くことを確実にする
ため、送信電力は最大（セル境界のＵＥに届くために必要なレベル）に設定されることが
必要であり、それは、低データレートを意味し、１つのサブ・フレームにより搬送可能な
ページング・メッセージの数に影響を及ぼす。セルがより大きい場合、ページングにより
多くの容量が必要となり、１つのサブ・フレームでページング可能なＵＥの数はより少な
くなる。
【０００８】
　いくつかのＵＥが同時に、スリープ・モードからウェイクアップする場合、すなわち、
ページング原因が同時に起こる場合、同じサブ・フレーム内で異なるＵＥへの多数のペー
ジング・メッセージを送信する必要があるかもしれない。しかしなから、特にダウンリン
ク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）上の限られたデータレートを有する狭帯域送信の場合、
単一のサブ・フレームのデータ部分の範囲内でこれら全てのページング・メッセージを含
めることは不可能である。この状況を、以下ではオーバーフローと呼ぶ。オーバーフロー
の状況は、残りのページング・メッセージを送信するために次のページング原因を待つこ
とによって取り扱われる。オーバーフローは、このようにページングの遅延を意味する。
【０００９】
　ページングの遅延を最小化するために、ネットワークオペレータは、ＤＲＸサイクルを
適合させることができる。より短いＤＲＸサイクルにより次のページング原因の時間がよ
り短くなるためオーバーフローにおける遅延はより短くなる。より短いＤＲＸサイクルの
他の態様は、時間当たりの多くのページング原因をもたらし、ページング原因ごとのより
少ないページング・メッセージをもたらし、オーバーフローのリスクをより低減する。短
いＤＲＸサイクルの不利な点は、ＵＥがよりしばしばページングのためにウェイクアップ
しなければならずＵＥの消費電力増加となることである。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明の目的は、上述した欠点を少なくともいくつか回避し、ＵＥの電源消費にほとん
ど影響を及ぼすことなくページング・パフォーマンスを高める方法および装置を提供する
ことである。
【００１１】
　これは、ページング・メッセージの送信に複数のサブ・フレームを使用するアイデアに
基づく解決策により達成される。ページング・メッセージを有するサブ・フレームのイン
ジケータは、後続のサブ・フレームが同様に読み込まれなければならないかどうかを受信
ＵＥに指し示す。
【００１２】
　このように、本発明の第１の態様に従って、少なくとも１つのユーザ機器に通信サービ
スを提供している無線アクセス・ネットワークにおけるページングの方法が提供される。
前記ネットワークおよび前記ユーザ機器は不連続受信をサポートしており、ページング・
メッセージのために使用するサブ・フレームは制御部分とデータ部分とを含む。当該方法
は、第１のサブ・フレームのデータ部分内でページング・メッセージを送信するステップ
と、前記第１のサブ・フレームのデータレートが全てのページング・メッセージを送信す
るのに不十分な場合、該第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームのデータ部分内
で更なるページング・メッセージを送信するステップと、前記第１のサブ・フレームに後
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続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきか否かを前記第１のサブ・フレーム
内のインジケータによって指し示すステップと、を含む。
【００１３】
　本発明の第２の態様に従って、無線アクセス・ネットワークのユーザ機器におけるペー
ジングの方法が提供される。前記ユーザ機器および前記ネットワークは不連続受信をサポ
ートしており、ページング・メッセージのために使用するサブ・フレームは制御部分とデ
ータ部分とを含む。当該方法は、データ部分内のページング・メッセージと、第１のサブ
・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきか否かを示すインジ
ケータと、を含む前記第１のサブ・フレームを受信するステップと、前記インジケータを
復号化するステップと、前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分
が復号化されるべきであることを前記インジケータが示す場合、前記第１のサブ・フレー
ムに後続するサブ・フレームの制御部分を受信し復号化するステップと、前記第１のサブ
・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきでないことを前記イ
ンジケータが示す場合、スリープ・モードに移行するステップと、を含む。
【００１４】
　本発明の第３の態様に従って、少なくとも１つのユーザ機器に通信サービスを提供して
いる無線アクセス・ネットワークのネットワーク・ノード（ｅＮＢなど）が提供される。
前記ネットワークおよび前記ユーザ機器は不連続受信をサポートしており、ページング・
メッセージのために使用するサブ・フレームは制御部分とデータ部分とを含む。当該ネッ
トワーク・ノードは、第１のサブ・フレームのデータ部分内でページング・メッセージを
送信する手段と、前記第１のサブ・フレームのデータレートが全てのページング・メッセ
ージを送信するのに不十分な場合、該第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの
データ部分内で更なるページング・メッセージを送信する手段と、前記第１のサブ・フレ
ームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきか否かを前記第１のサブ・
フレーム内のインジケータによって指し示す手段と、を含む。
【００１５】
　本発明の第４の態様に従って、無線アクセス・ネットワークのユーザ機器が提供される
。前記ユーザ機器および前記ネットワークは不連続受信をサポートしており、ページング
・メッセージのために使用するサブ・フレームは制御部分とデータ部分とを含む。当該ユ
ーザ機器は、データ部分内のページング・メッセージと、第１のサブ・フレームに後続す
るサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきか否かを示すインジケータと、を含む前
記第１のサブ・フレームを受信する手段と、前記インジケータを復号化する手段と、前記
第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきであるこ
とを前記インジケータが示す場合、前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレーム
の制御部分を受信し復号化する手段と、前記第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレ
ームの制御部分が復号化されるべきでないことを前記インジケータが示す場合、スリープ
・モードに移行する手段と、を含む。
【００１６】
　本発明の実施例の効果は、これらがページング許容量の動的拡張を可能にするというこ
とであり、従って、ＵＥの電源消費に対する影響無しに、またはほぼ無しに、オーバーフ
ローの問題を回避する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明が実施され得る無線通信システムを示す図である。
【図２】従来技術のユーザ機器におけるページング原因を有する”スリープ・モード”（
ＤＲＸ）周期を示す図である。
【図３】従来技術におけるＥ－ＵＴＲＡＮの基本的なダウンリンク・サブ・フレーム構造
を示す図である。
【図４】本発明の一実施例におけるＥ－ＵＴＲＡＮのＵＥのページング方法を示すフロー
チャートである。
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【図５】本発明のページングの方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明のページングの方法を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施例における装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下では、本発明を特定の実施例及び添付の図面を参照して更に詳細に説明する。特定
の詳細（例えば特定のアークテクチャ、シナリオ、技術、その他）は、本発明の完全な理
解を提供するための説明であり限定するものではない。しかしながら、本発明をこれらの
特定の詳細から離れる他の実施例において実現することができることは当業者にとって明
らかである。
【００１９】
　３ＧＰＰ　Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムが、本発明が適用される典型的な無線アクセス・ネ
ットワークとして用いられる。しかしながら、本発明は、（ページングおよびＤＲＸに関
して）例えば類似した特徴を有する任意の無線アクセス・ネットワークにも適用され得る
。
【００２０】
　さらに、当業者は、以下の明細書において説明される機能および手段がプログラムされ
たマイクロプロセッサまたは汎用コンピュータと連動して機能しているソフトウェアを使
用して、および／または、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用して実施され得るこ
とを認めるであろう。また、本発明が主に方法および装置の形式で記載されるが、本発明
は、また、コンピュータプロセッサおよび当該プロセッサに接続されるメモリを含むシス
テムと同様にコンピュータ・プログラム製品として実施され得ることを認めるであろう。
ここで、メモリは本願明細書において開示される機能を実行可能な１つ以上のプログラム
に符号化される。
【００２１】
　本発明は、１以上のＵＥに通信サービスを提供する（例えば図１に示されるＥ－ＵＴＲ
ＡＮのような）無線アクセス・ネットワークのページングに関するものである。ここで、
システムおよびＵＥはＤＲＸをサポートしている。従来は、ページング・メッセージは、
１つのページング原因において１つのサブ・フレームの間で送信される。時々、１つの単
一のサブ・フレームのデータレートは、全てのページング・メッセージを送信するのに不
十分である。いわゆるオーバーフローの状況が発生する。従来の解決法において、この種
のオーバーフローの状況は、残りのページング・メッセージの送信は次のページング原因
を待つことによって取り扱われる。これは、特定のＵＥのそのページングにおいて１つの
ＤＲＸサイクル（１つのＤＲＸサイクルは、３２０個のサブ・フレームまたは３２０の倍
数個のサブ・フレーム（すなわち３２０ｍｓ、６４０ｍｓ、１２８０ｍｓ、など）である
。）のオーバーフローにおいて遅延を与える。本発明におけるアイデアは、その代わりに
、必要な場合、ｅＮＥが、複数のサブ・フレームの間、ページング・メッセージを送信可
能にし（すなわちページング原因のサブフレーム及び後続のサブ・フレームにおいて）、
次のサブ・フレームにおいて更なるページング・メッセージをチェックすべきか否かを指
し示すためのインジケータを使用可能にすることである。これは概してオーバーフロー時
に１つのサブ・フレーム（すなわち１ｍｓ）だけの非常に短い遅延をもたらす。そして、
この遅延はＤＲＸサイクルの長さに全く関係しない。
【００２２】
　ＵＥの実際の電力アップ及びダウンには時間がかかり、同時に他の測定がなされるため
、ＵＥがページング原因のためにウェイクしている時間期間は、１つのサブ・フレームの
受信および復号化に必要な時間より長い。これは、ページング原因のためにＵＥがウェイ
クしているトータルの時間に比較し、第１のサブ・フレームに後続する第２のサブ・フレ
ームを読み込むのに必要な時間が比較的短いことを意味する。これがオーバーフロー状況
で起こるだけであることを考慮に入れると、本発明におけるＵＥでの追加の消費電力が非
常に限定的なものであると考えることが出来る。
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【００２３】
　本発明に関するＵＥの電力消費の他の側面は、オーバーフローの遅延がＤＲＸサイクル
に依存しない方法でオーバーフローの状況が取り扱われることであり、オペレータは、ペ
ージング遅延を伸ばすというリスクを冒すことなくＤＲＸサイクルを伸ばすことが可能に
なる。より長いＤＲＸサイクルは、全てのＵＥに対してより低いＵＥ電源消費をもたらす
。ＤＲＸサイクルの延長及びＵＥ電源の低減の変形例は、同一のＤＲＸサイクルを保持し
、代わりに、（伝送品質を理由として、アドレスされたＵＥによって復号化不能なページ
ング・メッセージとしてとして定義される）消失ページ数を最小化する。短いＤＲＸサイ
クルは、通常、ページング原因あたりのページング・メッセージがより少なくなるため、
ページング・メッセージをよりロバストな符号化を可能とし、これは消失ページに関する
課題をより少なくする。
【００２４】
　図４は、本発明の一実施例に従ったＥ－ＵＴＲＡＮのＵＥにおけるページング方法を示
す図である。スリープ・モードのＵＥ（ＵＥはスリープ中）は、ページング原因に対応す
るサブ・フレームを受信するためにウェイクアップする（４０１／ＹＥＳ）。この種のサ
ブ・フレームにおいて、ＵＥは、最初に、サブ・フレームの制御部分の中のＰＤＣＣＨ４
０２を受信し復号化する。復号化されたＰＤＣＣＨがＰ－ＲＮＴＩを含まない場合（４０
３／Ｎｏ）、ＵＥはスリープ・モードへ戻る。復号化されたＰＤＣＣＨがＰ－ＲＮＴＩを
含む場合（４０３／ＹＥＳ）、ユーザ機器は、サブ・フレームのデータ部分内のＤＬ－Ｓ
ＣＨ上の対応するページング・メッセージを読み込む（４０４）。このように、サブ・フ
レームのデータ部分は、Ｐ－ＲＮＴＩが制御部分にある場合に読み込まれるだけである。
図４のステップ４０４の後ＵＥはスリープに戻る上述のステップ（４０１－４０４）は、
従来のページング方法に対応する。引き続くステップ（４０５－４０６）は、本発明の実
施例に従って加えられるものであり、インジケータのチェックから開始される。復号化さ
れたＰＤＣＣＨが次のサブ・フレームのＰＤＣＣＨが復号化されるべきでないことを示す
インジケータを含む場合（４０５／ＮＯ）、ＵＥはスリープ・モードに戻り、次のページ
ング原因を待つ。これは、全てのページング・メッセージが１つの単一のサブ・フレーム
に適合できる場合である。しかしながら、復号化されたＰＤＣＣＨが次のサブ・フレーム
の制御部分のＰＤＣＣＨが復号化されるべきであることを示すインジケータを含む場合（
４０５／ＹＥＳ）、ユーザ機器は１つのサブ・フレーム進めて（４０６）、次のサブ・フ
レームのＰＤＣＣＨを読み込む（４０１）。これは、ページング容量の拡張が必要なオー
バーフローの状況の場合である。ページング・メッセージの全てが送信されるまで、図４
に示されるループは続く。最終工程として、復号化されたＰＤＣＣＨは、次のサブ・フレ
ームのＰＤＣＣＨが復号化されるべきでないことを示すインジケータを含め、ＵＥはスリ
ープ・モードへ移行する。
【００２５】
　より詳細には、図５を参照すると、本発明は、制御部分およびデータ部分から構成され
るページングのためのサブ・フレームを用いて不連続受信をサポートする無線アクセス・
ネットワークのページング方法に関連する。当該方法の一実施形態は、以下のステップを
含む：
５０１．　第１のサブ・フレームのデータ部分内でページング・メッセージを送信する。
５０２．　第１のサブ・フレームのデータレートが全てのページング・メッセージを送信
するのに不十分な場合（オーバーフローの状況）、第１のサブ・フレームに後続するサブ
・フレームのデータ部分内で更なるページング・メッセージを送信する。
５０３．　第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべ
きか否かを第１のサブ・フレーム内のインジケータによって指し示す。
【００２６】
　ステップ５０３において、インジケータは、後続のサブ・フレームの制御部分が読み込
まれるべきか否かを示すのみであり、一方、図４を参照して説明したように、制御部分の
インジケータ（Ｐ－ＲＮＴＩ）は、データ部分がページング・メッセージを含むか否かを
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指し示す。
【００２７】
　さらに、本発明は、制御部分およびデータ部分から構成されるページングのためのサブ
・フレームを用いて不連続受信をサポートする無線アクセス・ネットワークのＵＥのため
のページング方法に関連する。当該方法の一実施形態は、図６のフローチャートに示され
、以下のステップを含む：
６０１．　データ部分ページング・メッセージと、第１のサブ・フレームに後続するサブ
・フレームの制御部分が復号化されるべきか否かを示すインジケータとを含む第１のサブ
・フレームを受信する。
６０２．　インジケータを復号化する。
６０３．　インジケータが制御部分が復号化されるべきであることを示す場合、第１のサ
ブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分を受信し復号化する。
６０４．　インジケータが第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が
復号化されるべきではないことを示す場合、スリープ・モードへ移行する。
【００２８】
　さらにまた、図７は、例えば、ｅＮＢ７０２に接続する１つのＵＥ７０１を含む、図１
に示される無線アクセス・ネットワークの一部を例示する。図７に例示的に示されるよう
に、一実施形態に従って、ｅＮＢ７０２内の装置は、第１のサブ・フレームのデータ部分
内でページング・メッセージを送信するための手段７０２ａ、必要な場合（第１のサブ・
フレームのデータレートが全てのページング・メッセージを送信するのに不十分な場合）
に後続のサブフレームのデータ部分内で更なるページング・メッセージを送信するための
手段７０２ｂ、を含む。また、第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部
分が復号化されるべきであるか否かを第１のサブ・フレーム内のインジケータによって指
し示すための手段７０２ｃを備えている。また、図７はＵＥ７０１内の装置であり、デー
タ部分内のページング・メッセージと、第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレーム
の制御部分が復号化されるべきか否かを示すインジケータとを含む第１のサブ・フレーム
を受信するための手段７０１ａ、インジケータを復号化するための手段７０１ｂ、後続の
サブフレームの制御部分を受信し復号化するための手段７０１ｃ、および、スリープ・モ
ードへ移行するための手段７０１ｄを含む。
【００２９】
　第１のサブ・フレームに後続するサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきか否か
を指し示すインジケータは、異なる方法で定義することが可能である。一実施形態によれ
ば、インジケータは、サブ・フレームの制御部分に含まれる。それは、直接の指示（例え
ば後続のサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきか否か、または、ＵＥがスリープ
するべきか否かを指し示している明示的な単一ビット（または複数ビット）を含み得る。
　この実施形態の特別な場合は、インジケータとして既存のＰ－ＲＮＴＩを使用すること
である。これは、サブ・フレームの制御部分のＰ－ＲＮＴＩが、現在のサブ・フレームの
データ一部分がページング・メッセージを含み復号化されるべきであることを明示的に意
味し、後続のサブ・フレームの制御部分が復号化されるべきであることを暗示的に意味す
る。これも、ページング・メッセージを含むサブ・フレームに後続するサブ・フレームの
制御部分が常に読み込まれることを意味し、または必要か否かを意味する。この場合、後
続のサブ・フレームのデータ部分がページング・メッセージを含むか否かは、後続のサブ
・フレームの制御部分を復号化することが既知である場合である。後続のサブ・フレーム
がページング・メッセージを含む場合、後続のサブ・フレームの制御部分は、Ｐ－ＲＮＴ
Ｉも含み、さらにもう一つの後続のサブ・フレームの制御部分が読み込まれる。この種の
実施形態の効果は、新規の特別なインジケータを定義する必要がないということである。
【００３０】
　この実施形態に対する他の変形例は、インジケータとして、代替Ｐ－ＲＮＴＩ（ここで
はページング連続ＲＮＴＩ＝ＰＣ－ＲＮＴＩと呼ぶ）を定義することである。この種のイ
ンジケータは、現在のサブ・フレームのデータ部分内のページング・メッセージの存在を
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明確に示す（従来のＰ－ＲＮＴＩと同じ機能である）が、後続のサブ・フレームがページ
ング・メッセージの継続を含むことも明確に示す。インジケータとして上述のＰ－ＲＮＴ
ＩではなくＰＣ－ＲＮＴＩを使用することの利点は、いかなるページング・メッセージも
含まない１つの最後のサブ・フレームの制御部分を不必要に読み込むことを回避すること
である。
【００３１】
　さらにもう一つの実施形態によれば、インジケータは、制御部分ではなくサブ・フレー
ムのデータ部分に含まれる。この実施形態についての利点は、データ部分において適切な
場合は、インジケータが定義可能であるということである。
【００３２】
　用語ｅＮＢ、ＰＤＣＣＨおよびＰ－ＲＮＴＩが使われる場合であっても、本発明がＥ－
ＵＴＲＡＮのｅＮＢと類似した機能性を有する全ての無線基地局に適用できる点に留意す
る必要がある。このように、本発明は、Ｅ－ＵＴＲＡＮに限定されることは無く、類似し
たアーキテクチャおよびページング方法を有する任意の無線アクセス・ネットワークに使
用可能である。
【００３３】
　本発明の上述の実施形態は例示を意図している。代替、修正および変更が、本発明の範
囲内において、当業者によって特定実施例にもたらされ、それは添付の請求の範囲により
定義される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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